
【内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内部情報の発生】 
当社及び子会社、関連会社 

役員・従業員 
   ↓（直ちに報告） 
各部門所属長 
   ↓（直ちに報告） 
総務部門長 

 
 

【内部情報の統括・管理・公表判断】 
※情報管理の徹底 

情報管理部門：情報発生の各部門 
情報統括部門：総務部門 
   ↓（報告・連絡・相談） 

関係役員・従業員 
 管理担当取締役・管理部長 
   ↓（取締役会決議事項の場合） 
取締役会 

【内部情報の公表】 
情報取扱責任者：管理担当取締役 

    ※管理部長と相談 
       ↓ 

公 表 
↓ 

取材対応：代表取締役 
または管理部長 

【内部】     【外部】 
監査役会     顧問弁護士 
内部監査室    会計監査人 

（報告・連絡・相談） （助言・指導） 


